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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 若 年 夫 婦 世 帯 及 び 子 育 て 世 帯 が 、 賃 貸 住 宅 に 新 た に 入

居 す る 場 合 の 住 み 替 え に か か る 費 用 を 補 助 す る こ と で 、 よ り よ い 住 環 境 の

確 保 を 支 援 し 、若 年 夫 婦・子 育 て 世 帯 の 市 内 定 住・転 入 の 促 進 に 寄 与 す る こ

と を 目 的 と す る 。 補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 神 戸 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す

る 規 則（ 平 成 27年 神 戸 市 規 則 第 38号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の

の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  夫 婦  住 民 基 本 台 帳 法（ 昭 和 42年 法 律 第 81号 ）第 ７ 条 の 住 民 票 の 記 載 事 項

に お い て 、「 世 帯 主 」と「 世 帯 主 と の 続 柄 が 夫 又 は 妻 と 記 載 さ れ て い る 世

帯 員（ 未 届 を 含 む ）」の 関 係 に あ る も の 、ま た は 神 戸 市 ラ イ フ パ ー ト ナ ー

制 度 に よ る 宣 誓 受 領 証 、若 し く は 兵 庫 県 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 制 度 届 出 受 理 証

明 書 の 交 付 を 受 け た ラ イ フ パ ー ト ナ ー の 関 係 に あ る も の 。  

(2)  若 年 夫 婦 世 帯  住 み 替 え た 日 に お い て 、年 齢 の 合 計 が 80歳 以 下 の 夫 婦 を 含

む 世 帯 員 で 構 成 さ れ る 世 帯 を い う 。  

(3)  子 育 て 世 帯  住 み 替 え た 日 に お い て 、６ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31

日 ま で の 間 に あ る 子 ど も（ 出 産 予 定 の 子 ど も を 含 む 。）（ 以 下 、「 小 学 校

入 学 前 の 子 ど も 」と い う 。）と そ の 親 を 含 む 世 帯 員 で 構 成 さ れ る 世 帯 を い

う 。  

(4)  親 世 帯  若 年 夫 婦 世 帯 又 は 子 育 て 世 帯 の 夫 婦 の う ち い ず れ か の 親 が 含 ま

れ る 世 帯 を い う 。  



(5)  近 居  若 年 夫 婦 世 帯 又 は 子 育 て 世 帯 と そ の 親 世 帯 が 同 一 の 小 学 校 区 内 又

は 直 線 距 離 が ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 に 居 住 す る こ と を い う 。  

(6)  公 営 住 宅  神 戸 市 営 住 宅 条 例（ 平 成 ９ 年 条 例 第 12号 ）別 表 第 １ に 規 定 す る

市 営 住 宅 、兵 庫 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例（ 昭 和 35年 条 例 第 23

号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 県 営 住 宅 の う ち 、神 戸 市 に 所 在 す る 住 宅 を い

う 。  

(7)  賃 貸 住 宅  神 戸 市 に 所 在 す る 賃 貸 住 宅（ 公 営 住 宅 を 除 く ）及 び 社 宅 、官 舎

及 び 寮 等 の 給 与 住 宅 を い う 。  

 

（ 対 象 住 宅 ）  

第 ３ 条  補 助 事 業 の 対 象 と な る 住 宅（ 以 下 、「 対 象 住 宅 」と い う 。）は 、次 の

各 号 の 全 て を 満 た す 住 宅 と す る 。  

(1)  ４ 階 建 て 以 上 で 、か つ 当 該 住 棟 に エ レ ベ ー タ ー が な い 神 戸 市 内 の 賃 貸 住 宅

又 は 特 別 市 営 住 宅 で あ る こ と（ エ レ ベ ー タ ー の あ る 住 棟 か ら 渡 り 廊 下 等 に

よ り 当 該 住 棟 へ 行 き 来 が 可 能 な 場 合 を 除 く ） 。  

(2)  建 築 基 準 法 (昭 和 25年 法 律 第 201号 )に 規 定 す る 新 耐 震 基 準 (昭 和 56年 ６ 月

施 行 )に 適 合 又 は 同 等 の 耐 震 性 能 を 有 し て い る こ と 。  

(3)  住 戸 専 用 面 積 が 国 の 住 生 活 基 本 計 画（ 全 国 計 画 ）（ 令 和 ３ 年 ３ 月 19日 閣 議

決 定 ）に お け る 最 低 居 住 面 積 水 準 の 算 出 計 算 式 に よ り 算 出 し た 面 積 以 上 で

あ る こ と 。  

(4)  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 、 「 申 請 者 」 と い う 。 ） の 三 親

等 内 の 血 族 及 び 姻 族 並 び に 配 偶 者 の 所 有 す る 住 宅 で は な い こ と 。  

(5)  夫 婦 い ず れ か の 名 義 で 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 以 降 に 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し た 賃

貸 住 宅 で あ る こ と 。 た だ し 、 夫 婦 い ず れ か の 名 義 で 契 約 で き な い や む を

得 な い 事 情 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

 

（ 対 象 世 帯 ）  

第 ４ 条  補 助 事 業 の 対 象 と な る 世 帯（ 以 下 、「 対 象 世 帯 」と い う 。）は 、次 の

各 号 の 全 て に 該 当 す る 世 帯 と す る 。  

(1)  若 年 夫 婦 世 帯 又 は 子 育 て 世 帯 で あ る こ と 。  

(2)  世 帯 の 構 成 員 全 員 が 、当 該 年 度 の ４ 月 １ 日 以 降 に 対 象 住 宅 に 転 居 し 、申 請

日 に お い て 継 続 し て 居 住 し て い る こ と 。た だ し 、夫 婦 の 一 方 が 当 該 年 度 の



前 年 度 の ３ 月 31日 以 前 に 転 居 す る や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 は 、夫 婦 の

も う 一 方 が 当 該 年 度 の ４ 月 １ 日 以 降 に 対 象 住 宅 に 転 居 し て い る 場 合 は こ

の 限 り で は な い 。  

(3)  住 み 替 え に よ り 住 環 境 が 改 善 さ れ る こ と 。  

(4)  申 請 日 よ り ２ 年 以 上 神 戸 市 に 居 住 す る 意 思 が あ る こ と 。  

(5)  夫 婦 い ず れ か に 前 年 度 所 得 が あ る こ と 又 は 申 請 日 に お い て 夫 婦 い ず れ か

が 就 労 し て い る こ と 。  

(6)  世 帯 の 構 成 員 全 員 が 、生 活 保 護 法（ 昭 和 25年 法 律 第 144号 ）第 14条 に 規 定

す る 住 宅 扶 助 又 は 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 25年 法 律 第 105号 ） 第 ２ 条

第 ３ 項 に 規 定 す る 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 を 受 給 し て い な い こ と 。  

(7)  世 帯 の 構 成 員 全 員 が 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 77号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で な い こ と 。  

(8)  兵 庫 県 又 は 神 戸 市 か ら 同 様 の 家 賃 補 助 等 を 受 け て い な い こ と 。  

(9)  当 該 年 度 に「 神 戸 市 親・子 世 帯 の 近 居・同 居 住 み 替 え 助 成 事 業 要 綱 」、「 産

業 団 地 就 業 者 神 戸 移 住 支 援 制 度 」 、 「 神 戸 市 ひ と り 親 世 帯 家 賃 補 助 制 度 」

に 基 づ く 補 助 を 受 け て い な い こ と 。  

(10)  過 去 に こ の 制 度 に 基 づ く 補 助 を 受 け た こ と が な い こ と 。  

 

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 以 下 の 各 号 に 掲 げ る 金 額 と す る 。  

基 礎 額  30万 円  

親 世 帯 と の 近 居 ・ 同 居 の 場 合  基 礎 額 に ５ 万 円 を 加 算  

（ 市 内 転 居 に あ っ て は 、転 居 前 の 住 所 に お い て 親 世 帯 と 近 居・同 居 し て い

な い 場 合 に 限 る 。但 し 、転 居 後 に 夫 婦 と な る ２ 人 が 転 居 前 に 異 な る 住 所 に

居 住 し て い る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。 ）  

 

（ 交 付 件 数 ）  

第 ６ 条  補 助 の 交 付 件 数 は 、 予 算 の 範 囲 内 で 市 ⾧ が 認 め る 数 と す る 。  

 

（ 補 助 金 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は 、 電 子 申 請 に よ り 必 要 事 項 を 入 力 し 、 次 の 関 係 書 類 の 電 子



デ ー タ を 添 え て 、 市 ⾧ に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  住 み 替 え 後 の 世 帯 全 員 （ 同 居 し よ う と す る も の を 含 む ） の 住 民 票 の 写 し  

(2)  小 学 校 入 学 前 の 子 ど も が 出 産 予 定 の 子 ど も の み の 世 帯 は 、出 産 予 定 で あ る

こ と が わ か る 書 類  

(3)  夫 婦 い ず れ か の 所 得 証 明 書 、そ の 他 所 得 が わ か る 書 類 又 は 夫 婦 い ず れ か が

就 労 し て い る こ と が わ か る 書 類  

(4)  住 居 の 所 在 地 及 び 住 戸 専 用 面 積 が わ か る 書 類  

(5)  住 居 が 新 耐 震 基 準 に 適 合 又 は 同 等 の 耐 震 性 能 を 有 し て い る こ と が わ か る

書 類  

(6)  当 該 住 宅 の 階 数 、 構 造 、 エ レ ベ ー タ ー が な い こ と を 示 す 書 類  

(7)  賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

(8)  親 世 帯 と の 近 居・同 居 に あ っ て は 、親 子 関 係 を 証 明 す る 書 類 及 び 親 世 帯 の

住 所 が 分 か る 書 類  

(9)  そ の 他 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 ８ 条  市 ⾧ は 、 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 交 付 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と き は 補 助 金 交 付

決 定 通 知 書（ 様 式 第 １ 号 ）を 、交 付 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 申

請 却 下 の 電 子 メ ー ル に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 申 請 事 項 の 変 更 手 続 等 ）  

第 ９ 条  前 条 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者（ 以 下 、「 交 付 決 定 者 」

と い う 。）は 、そ の 申 請 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、速 や か に 補 助 金 変 更 交

付 申 請 書（ 様 式 第 ３ 号 ）に 、第 ７ 条 に 掲 げ る 書 類 の う ち 、当 該 変 更 に 係 る 書

類 を 添 え て 市 ⾧ に 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 ⾧ は 、 前 項 の 申 請 を 受 け た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し て 補 助 金 の 交 付

の 可 否 を 決 定 し 、補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ４ 号 ）又 は 補 助 金 変 更

交 付 申 請 不 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に よ り 補 助 対 象 者 に 通 知 す る も の

と す る 。  

 



（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 10条  市 ⾧ は 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 第 ８ 条

に よ り 通 知 し た 交 付 決 定 額 に つ い て 請 求 が あ っ た も の と み な し 、 補 助 金 を

交 付 す る も の と す る 。  

 

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 11条  市 ⾧ は 、 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 交 付

決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(1)  虚 偽 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

(2)  こ の 要 綱 及 び 関 係 法 令 に 違 反 し た と き 。  

(3)  前 各 号 に 類 す る も の で 、 市 ⾧ が 必 要 と 認 め る と き 。  

２  市 ⾧ は 、 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 を 取 り 消 し た と き は 、 補 助 金 交 付 決

定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 ⾧ は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い

て 、 既 に 補 助 金 を 交 付 し て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 補 助 金 の 返 還 を 命 ず

る こ と が で き る 。  

 

（ 報 告 等 ）  

第 12条  市 ⾧ は 、 交 付 前 又 は 交 付 後 に か か わ ら ず 、 必 要 が あ る と 認 め た と き

は 、申 請 者 に 対 し て 、報 告 又 は 書 類 の 提 出（ 以 下 、「 報 告 等 」と い う 。）を

求 め る こ と が で き る 。  

２  申 請 者 は 、 前 項 の 報 告 等 を 求 め ら れ た と き は 、 速 や か に 応 じ な け れ ば な

ら な い 。  

 

（ 業 務 の 委 託 ）  

第 13条  市 ⾧ は 、 本 事 業 の 補 助 金 交 付 に 係 る 業 務 の 一 部 を 市 の 外 郭 団 体 等 に

委 託 す る こ と が で き る 。  

 

（ 補 則 ）  

第 14条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 当 該 補 助 事 業 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事

項 は 別 に 定 め る 。  



 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 15日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 31日 か ら 施 行 す る 。  

 


